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Ⅰ．補正項目 

 

補正項目 

補正項目及び補正箇所は下表のとおり。 

補正項目 補正箇所 

Ⅱ．工事計画 

原子炉冷却系統施設 

 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の 

 基本設計方針、適用基準及び適用規格 

 

１２ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に

係る工事の方法 

 

Ⅵ．添付書類 

１．添付資料 

資料１ 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関す

る説明書 

 

資料１４ 強度に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 

 

 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 

 

 

 

 



 

 - T2-Ⅱ-1/E - 

 

Ⅱ．補正を必要とする理由を記載した書類 

 

 

補正を必要とする理由 

２０２１年７月１日付け関原発第１９４号にて申請した設計及び工事計画変更認可申請書につ

いて、「Ⅱ．工事計画」及び「Ⅵ．添付書類」の記載の適正化、評価対象部位の追加、緊急時対

策所建屋の評価結果を記載する号機の変更及び屋根板評価温度の変更に伴う修正のため補正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Ⅲ．補正前後比較表 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

 

- T2-Ⅱ-3-11-11 - 

変
更

前
 

変
更
後
 

（
ａ

）
防
護
設

計
に
お

け
る
降
下

火
砕
物

の
特
性
の

設
定
 

設
計

に
用

い
る

降
下

火
砕

物
は

、
設

置
（

変
更

）
許

可
を
受
け

た
最
大

層
厚

10
c
m
、

粒
径

1
mm

以
下

、
密
度

0
.
7
g/
cm

３
（
乾

燥
状

態
）
～

1.
5
g
/c
m
３
（

湿
潤

状
態

）
と
設
定

す
る
。

 

 

（
ｂ

）
降
下
火

砕
物
に

対
す
る
防

護
対
策

 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
は

、
降

下
火

砕
物
に
よ

る
「
直

接
的

影
響
」

及
び

「
間

接
的

影
響

」
に

対
し

て
、

以
下

の
適

切
な

防
護

措
置

を
講

じ

る
こ

と
で
安
全

機
能
を

損
な
う
お

そ
れ
が

な
い
設
計

と
す
る
。

 

 

イ
．

直
接
的
影

響
に
対

す
る
設
計

方
針
 

（
イ

）
構
造
物

へ
の
荷

重
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可
能
性

の
あ
る

ク
ラ

ス
３
（

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

機
能

の
重

要
度

分
類

）
に

属
す

る

施
設

（
以
下

「
ク

ラ
ス

３
に

属
す

る
施
設

」
と

い
う

。）
の

う
ち

、
屋

外
に

設

置
し
て

い
る

施
設

、
並

び
に

防
護

対
象

施
設

を
内

包
し

降
下

火
砕

物
か

ら
そ

の

施
設
を

防
護

す
る

建
屋

で
、

降
下

火
砕

物
が

堆
積

し
や

す
い

屋
根

構
造

を
有

す

る
施
設

に
つ

い
て

は
、

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

こ
と

に
よ

り
、

短
期

的
な

荷

重
に
対

し
て

安
全

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

許
容

荷
重

が
降

下
火

砕

物
、
風

（
台

風
）

及
び

積
雪

に
よ

る
組

合
せ

を
考

慮
し

た
荷

重
に

対
し

て
安

全

裕
度

を
有
す
る

設
計
と

す
る
。
 

な
お

、
荷

重
に

よ
り

構
造

健
全

性
を

失
わ

な
い

よ
う

、
降
灰
時

に
は
当

該
施

設
に

堆
積
す
る

降
下
火

砕
物
を
除

去
す
る

こ
と
を
保

安
規
定
に

定
め
る

。
 

屋
内

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

環
境

条
件
を
考

慮
し
て

降
下

（
ａ
）

防
護
設

計
に
お
け

る
降
下
火

砕
物
の

特
性
の
設

定
 

設
計
に

用
い

る
降

下
火

砕
物

は
、

設
置
（

変
更
）

許
可
を

受
け

た
最

大
層

厚

27
cm

、
粒
径

1m
m
以

下
、

密
度

0
.7
g
/
cm

３
（

乾
燥

状
態

）
～

1
.5
g/

cm
３
（

湿
潤

状
態
）

と
設
定

す
る
。
 

 （
ｂ
）

降
下
火

砕
物
に
対

す
る
防
護

対
策
 

変
更

な
し
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変
更

前
 

変
更

後
 

（
ａ

）
防

護
設

計
に

お
け

る
降

下
火

砕
物

の
特

性
の

設
定

 

設
計

に
用

い
る

降
下

火
砕

物
は

、
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

た
最

大
層

厚

1
0c

m、
粒

径
1
mm

以
下

、
密

度
0.

7g
/
cm

３
（

乾
燥

状
態

）
～

1.
5
g
/c

m
３
（

湿
潤

状
態

）
と

設
定

す
る

。
 

 

（
ｂ

）
降

下
火

砕
物

に
対

す
る

防
護

対
策

 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
は

、
降

下
火

砕
物

に
よ

る
「

直
接

的

影
響

」
及

び
「

間
接

的
影

響
」

に
対

し
て

、
以

下
の

適
切

な
防

護
措

置
を

講
じ

る
こ

と
で

安
全

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が

な
い

設
計

と
す

る
。

 

 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
イ

）
構

造
物

へ
の

荷
重

 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ

ス
３

（
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
）

に
属

す
る

施
設

（
以

下
「

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

」
と

い
う

。
）

の
う

ち
、

屋
外

に
設

置
し

て
い

る
施

設
、

並
び

に
防

護
対

象
施

設
を

内
包

し
降

下
火

砕
物

か
ら

そ
の

施
設

を
防

護
す

る
建

屋
で

、
降

下
火

砕
物

が
堆

積
し

や
す

い
屋

根
構

造
を

有
す

る
施

設
に

つ
い

て
は

、
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
に

よ
り

、
短

期
的

な
荷

重
に

対
し

て
安

全
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
な

い
よ

う
許

容
荷

重
が

降
下

火
砕

物
、

風
（

台
風

）
及

び
積

雪
に

よ
る

組
合

せ
を

考
慮

し
た

荷
重

に
対

し
て

安
全

裕
度

を
有

す
る

設
計

と
す

る
。

 

な
お

、
荷

重
に

よ
り

構
造

健
全

性
を

失
わ

な
い

よ
う

、
降

灰
時

に
は

当
該

施

設
に

堆
積

す
る

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

屋
内

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
降

下

（
ａ

）
防

護
設

計
に

お
け

る
降

下
火

砕
物

の
特

性
の

設
定

 

設
計

に
用

い
る

降
下

火
砕

物
は

、
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

た
最

大
層

厚

27
cm

、
粒

径
1m

m以
下

、
密

度
0
.7

g
/c

m
３
（

乾
燥

状
態

）
～

1.
5
g/

cm
３
（

湿
潤

状
態

）
と

設
定

す
る

。
 

 （
ｂ

）
降

下
火

砕
物

に
対

す
る

防
護

対
策

 

降
下

火
砕

物
の

影
響

を
考

慮
す

る
施

設
は

、
降

下
火

砕
物

に
よ

る
「

直
接

的

影
響

」
及

び
「

間
接

的
影

響
」

に
対

し
て

、
以

下
の

適
切

な
防

護
措

置
を

講
じ

る
こ

と
で

安
全

機
能

を
損

な
う

お
そ

れ
が

な
い

設
計

と
す

る
。

 

 

イ
．

直
接

的
影

響
に

対
す

る
設

計
方

針
 

（
イ

）
構

造
物

へ
の

荷
重

 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ

ス
３

（
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

の
安

全
機

能
の

重
要

度
分

類
）

に
属

す
る

施
設

（
以

下
「

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

」
と

い
う

。
）

の
う

ち
、

屋
外

に
設

置
し

て
い

る
施

設
、

並
び

に
防

護
対

象
施

設
を

内
包

し
降

下
火

砕
物

か
ら

そ
の

施
設

を
防

護
す

る
建

屋
で

、
降

下
火

砕
物

が
堆

積
し

や
す

い
屋

根
構

造
を

有
す

る
施

設
に

つ
い

て
は

、
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
に

よ
り

、
降

下
火

砕
物

に
よ

る
荷

重
並

び
に

火
山

と
組

み
合

わ
せ

る
積

雪
及

び
風

（
台

風
）

の
荷

重
を

短
期

的
な

荷
重

と
し

て
考

慮
し

、
短

期
的

な
荷

重
に

対
し

て
安

全
機

能
を

損
な

う
お

そ
れ

が
な

い
よ

う
構

造
健

全
性

を
維

持
す

る
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
荷

重
に

よ
り

構
造

健
全

性
を

失
わ

な
い

よ
う

、
降

灰
時

に
は

当
該

施

設
に

堆
積

す
る

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

屋
内

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
降

下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 
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変
更

前
 

変
更

後
 

火
砕

物
に

よ
る

短
期

的
な

荷
重

に
よ

り
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
に

、
降

下
火

砕
物

に
よ

る
組

合
せ

を
考

慮
し

た
荷

重
に

対
し

安
全

裕
度

を
有

す
る

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

と
す

る
。

 

屋
外

の
重

大
事

故
等

対
処

設
備

に
つ

い
て

は
、

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
降

下

火
砕

物
に

よ
る

荷
重

に
よ

り
機

能
を

損
な

わ
な

い
よ

う
に

、
降

下
火

砕
物

を
除

去
す

る
こ

と
に

よ
り

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
設

計
と

す
る

。
 

な
お

、
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

よ
う

、
降

灰
時

に
は

屋

外
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
に

堆
積

す
る

降
下

火
砕

物
を

除
去

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

 （
ロ

）
閉

塞
 

ⅰ
．

水
循

環
系

の
閉

塞
 

防
護

対
象

施
設

及
び

防
護

対
象

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
ク

ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

の
う

ち
、

屋
外

に
開

口
し

て
お

り
降

下
火

砕
物

を
含

む
海

水
の

流
路

と
な

る
施

設
に

つ
い

て
、

降
下

火
砕

物
の

粒
径

よ
り

大
き

な
流

水
部

を
設

け
る

こ
と

に
よ

り
、

水
循

環
系

の
狭

隘
部

が
閉

塞
し

な
い

設
計

と
す

る
。

 

な
お

、
降

下
火

砕
物

に
よ

り
水

循
環

系
が

閉
塞

し
な

い
よ

う
、

降
灰

時
に

は

点
検

を
行

い
、

状
況

に
応

じ
て

ス
ト

レ
ー

ナ
を

洗
浄

す
る

こ
と

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

 

ⅱ
．

換
気

系
、

電
気

系
及

び
計

装
制

御
系

に
対

す
る

機
械

的
影

響
（

閉
塞

）
 

防
護

対
象

施
設

、
防

護
対

象
施

設
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
の

あ
る

ク
ラ
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記載の適正化 

（前頁の適正化に伴い記載） 

 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １２ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）に係る工事の方法】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１ 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 １－１ 発電用原子炉設置変更許可申請書「本文（五号）」との整合性】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－１ 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－１ 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 

 

 









高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 
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高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

 

 - T2-別添2-4-1 - 

1. 概要 

本資料は、別添２－１「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、外部しゃ

へい建屋、補助建屋、燃料取扱建屋、中間建屋及びディーゼル建屋が降下火砕物及び雪（以下「降

下火砕物等」という。）の堆積時において、内包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない

機能の維持を考慮して、建屋全体又は建屋の主要な構造部材が構造健全性を有することを確認する

ものである。 

また、上記に加え、外部しゃへい建屋については放射性物質の閉じ込め機能（以下、「気密性」

という。）及び放射線の遮蔽機能（以下、「遮蔽性」という。）の維持を考慮して、建屋全体又は

建屋の主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。 

なお、制御建屋は１号機及び２号機共用、緊急時対策所建屋は１号機、２号機、３号機及び４号

機共用であり、強度評価については、同日付けで申請の高浜発電所１号機の強度に関する説明書の

うち別添２－４「建屋の強度計算書」による。 

本申請における既認可からの変更は、「2. 基本方針」以降の記載である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所建屋の評価結果を記載

する号機の変更に伴う変更 

 

 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

 

 - T2-別添2-4-14 - 

3. 強度評価方法 

3.1 評価対象部位 

建屋の評価対象部位は、別添２－１「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」のうち

「4.2 許容限界」に従って、屋根、耐震壁及び鉄骨架構とする。 

各建屋において、鉛直荷重に抵抗する評価対象部位を以下のとおり選定する。屋根は、屋根

スラブ及びそれを受ける二次部材（以下「梁」という。）について評価する。 

・外部しゃへい建屋 ：屋根（ドーム部） 

・補助建屋 ：屋根（屋根スラブ・梁） 

・燃料取扱建屋 ：屋根（屋根スラブ・梁） 

・中間建屋 ：屋根（屋根スラブ・梁） 

・ディーゼル建屋 ：屋根（屋根スラブ・梁） 

 

また、各建屋において、水平荷重に抵抗する評価対象部位を以下のとおり選定する。 

・外部しゃへい建屋 ：耐震壁（シリンダー部） 

・補助建屋 ：耐震壁・鉄骨架構 

・燃料取扱建屋 ：鉄骨架構 

・中間建屋 ：耐震壁 

・ディーゼル建屋 ：耐震壁・鉄骨架構 

  

  

 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 

記載の充実 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の充実 

 

 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の充実 

 

 

 

 

記載の充実 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の充実 

 

 

 

 

 

記載の充実 

 

 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の充実 

 

 

 

 

 

 

記載の充実 

 

 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 
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(2) 屋根スラブ及び梁 

曲げモーメント及び面外せん断力を算定し、部材に生じる応力が第 3－12表～第 3－15 表

の評価基準値（短期許容応力度）を超えないことを確認する。 

 

a. 評価部材 

補助建屋、燃料取扱建屋、中間建屋及びディーゼル建屋の屋根の評価部材は屋根スラ

ブ及び梁とする。なお、評価結果については、降下火砕物等堆積時に発生する応力を考

慮した際に、評価基準値に対して、発生する応力等の割合が最も大きくなる部材を選定し

て示す。選定した部材の位置を第 3－4 図～第 3－11図に示す。 

  

  

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

記載の適正化 

 

 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

図面の明確化（寸法追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

図面の明確化（寸法追記） 

 

 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

図面の明確化（寸法追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う図表の削除 

 

 

 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う図表の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁の追加 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

図面の明確化（寸法追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

図面の明確化（寸法追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

図面の明確化（寸法追記） 

  

 

 

 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

図面の明確化（寸法追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 

 

（次頁への記載内容繰り下がり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

（前頁記載内容繰り下がり） 

 

 

 

図表順番の適正化 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

図表削除に伴う図表番号の変更 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

図表削除に伴う図表番号の変更 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

図表順番の適正化 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

記載の適正化 

 

 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

 

 - T2-別添2-4-43 - 

c. 断面の評価 

前項の応力評価モデルにより算出した曲げモーメント及びせん断力を用いて、以下のと

おり断面を評価する。 

なお、梁については、「各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会(2010)）」

に基づき、スラブと一体となって曲げに抵抗する合成梁として評価する。 

 

 (a) 曲げモーメントに対する屋根スラブ断面の評価方法 

曲げモーメントに対する断面の評価は、RC-N 規準に基づき、次式を基に計算した評

価対象部位に必要な引張鉄筋断面積が、配筋量を超えないことを確認する。 

ａ
ｔ

= Ｍ

σ
ｔ

· ｊ 

 

ここで、 

ａ
ｔ
 ：必要引張鉄筋断面積（mm２） 

Ｍ ：曲げモーメント（N・mm） 

σ
ｔ
 ：鉄筋の短期許容引張応力度（N/mm２） 

ｊ ：断面の応力中心距離で、断面の有効せいの 7/8 倍の値（mm） 

 

(b) 面外せん断力に対する屋根スラブ断面の評価方法 

面外せん断に対する断面の評価は、RC-N 規準に基づき、評価対象部位に生じる面外

せん断力が次式を基に計算した評価基準値を超えないことを確認する。 

Ｑ
Ａ

= ｂ・ｊ · ｆ
ｓ
 

ここで、 

ＱＡ ：許容面外せん断力（N） 

ｂ  ：断面の幅（mm）（1000mm とする。） 

ｊ  ：断面の応力中心距離で、断面の有効せいの 7/8倍の値（mm） 

ｆ
ｓ
 ：コンクリートの短期許容せん断応力度（N/mm２） 

  

  

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

 

 - T2-別添2-4-44 - 

(c) 曲げモーメントに対する梁断面の評価方法 

曲げモーメントに対する断面の評価は、評価対象部位に生じる曲げモーメントが次

式を基に計算した評価基準値を超えないことを確認する。 

Ｍ
ｓ
＝σ

ｂ
・Ｚ

ｃ
 

ここで、 

Ｍ
ｓ
 ：短期許容曲げモーメント（N･mm） 

σ
ｂ
 ：鋼材の短期許容曲げ応力度（N/mm２） 

Ｚ
ｃ
 ：合成梁としての断面係数(mm３) 

 

(d) せん断力に対する梁断面の評価方法 

せん断力に対する断面の評価は、評価対象部位に生じるせん断力が次式を基に計算

した評価基準値を超えないことを確認する。 

Ｑ
ｓ
＝τ

ｓ
・Ａ

ｓ
 

ここで、 

Ｑ
ｓ
 ：短期許容せん断力（N） 

τ
ｓ
 ：鋼材の短期許容せん断応力度（N/mm２） 

Ａ
ｓ
 ：せん断断面積（mm２） 

  

  

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 
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3.4.2 耐震壁 

外部しゃへい建屋、補助建屋、中間建屋及びディーゼル建屋について、建屋の質点系モデ

ルを用いて、設計風荷重により耐震壁に発生するせん断ひずみを評価し、耐震壁のせん断

ひずみの評価基準値（せん断スケルトンカーブの第 1 折点のひずみ）を超えないことを確

認する。なお、各質点系モデルの復元力特性の設定においては、降下火砕物等堆積による軸

力を考慮すると第 1 折点の増大が見込まれるため、本評価では保守的に降下火砕物等堆積

による鉛直荷重を考慮しない。 

外部しゃへい建屋の質点系モデル図を第 3－21 図に、補助建屋、中間建屋、燃料取扱建

屋及びディーゼル建屋の質点系モデル図を第 3－22 図に示す。質点系モデルの詳細は、そ

れぞれ資料１３－１７－７－２「原子炉格納施設の地震応答解析」及び資料１３－１６－

４「原子炉補助建屋の地震応答解析」による。なお、評価条件及び評価方法については、平

成 28 年 6 月 10 日付け原規規発第 1606105 号にて認可された工事計画認可申請書の記載に

変更はない。 

 

3.4.3 鉄骨架構 

補助建屋、燃料取扱建屋及びディーゼル建屋について、建屋の質点系モデルを用いて、

設計風荷重により鉄骨架構に発生する層間変形角を評価し、鉄骨架構の層間変形角の評価

基準値（1/200）を超えないことを確認する。 

質点系モデルは「3.4.2 耐震壁」で用いるモデルと同一とする。 

なお、降下火砕物堆積による軸力を考慮すると各質点系モデルの復元力特性に差異が見

込まれるが、評価結果に有意な差はないことから、本評価では降下火砕物堆積による鉛直

荷重を考慮しない。 

なお、評価条件及び評価方法については、平成 28 年 6 月 10 日付け原規規発第 1606105

号にて認可された工事計画認可申請書の記載に変更はない。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

誤記訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記訂正 

 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

評価対象部位追加に伴う変更 

 

 

 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

記載の充実 

 

 

 

 

記載の充実 

 

 

 

 

 

記載の充実 

 

 

 

 

 

記載の充実 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



高浜発電所第２号機 設計及び工事計画変更認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料１４ 強度に関する説明書  別添２－４ 建屋の強度計算書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の充実 

 

 

 

 

記載の充実 

 

 

記載の充実 

 

 

 

 

 

 

 

頁追加に伴う頁番号の変更 

 



 

Ⅳ．補正内容を反映した書類 

 



 

-
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2
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-
3
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1
-
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- 

変更前 変更後 

（ａ）防護設計における降下火砕物の特性の設定 

設計に用いる降下火砕物は、設置（変更）許可を受けた最大層厚

10cm、粒径1mm以下、密度0.7g/cm３（乾燥状態）～1.5g/cm３（湿潤

状態）と設定する。 

 

（ｂ）降下火砕物に対する防護対策 

降下火砕物の影響を考慮する施設は、降下火砕物による「直接的

影響」及び「間接的影響」に対して、以下の適切な防護措置を講じ

ることで安全機能を損なうおそれがない設計とする。 

 

イ．直接的影響に対する設計方針 

（イ）構造物への荷重 

防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラ

ス３（発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類）に属する

施設（以下「クラス３に属する施設」という。）のうち、屋外に設

置している施設、並びに防護対象施設を内包し降下火砕物からその

施設を防護する建屋で、降下火砕物が堆積しやすい屋根構造を有す

る施設については、降下火砕物を除去することにより、短期的な荷

重に対して安全機能を損なうおそれがないよう許容荷重が降下火砕

物、風（台風）及び積雪による組合せを考慮した荷重に対して安全

裕度を有する設計とする。 

なお、荷重により構造健全性を失わないよう、降灰時には当該施

設に堆積する降下火砕物を除去することを保安規定に定める。 

屋内の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮して降下

（ａ）防護設計における降下火砕物の特性の設定 

設計に用いる降下火砕物は、設置（変更）許可を受けた最大層厚

27cm、粒径1mm以下、密度0.7g/cm３（乾燥状態）～1.5g/cm３（湿潤

状態）と設定する。 

 

（ｂ）降下火砕物に対する防護対策 

降下火砕物の影響を考慮する施設は、降下火砕物による「直接的

影響」及び「間接的影響」に対して、以下の適切な防護措置を講じ

ることで安全機能を損なうおそれがない設計とする。 

 

イ．直接的影響に対する設計方針 

（イ）構造物への荷重 

防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラ

ス３（発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類）に属する

施設（以下「クラス３に属する施設」という。）のうち、屋外に設

置している施設、並びに防護対象施設を内包し降下火砕物からその

施設を防護する建屋で、降下火砕物が堆積しやすい屋根構造を有す

る施設については、降下火砕物を除去することにより、降下火砕物

による荷重並びに火山と組み合わせる積雪及び風（台風）の荷重を

短期的な荷重として考慮し、短期的な荷重に対して安全機能を損な

うおそれがないよう構造健全性を維持する設計とする。 

なお、荷重により構造健全性を失わないよう、降灰時には当該施

設に堆積する降下火砕物を除去することを保安規定に定める。 

屋内の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮して降下



 

-
 
T
2
-Ⅱ

-
3
-1
1
-
12
 
- 

変更前 変更後 

火砕物による短期的な荷重により機能を損なわないように、降下火

砕物による組合せを考慮した荷重に対し安全裕度を有する建屋内に

設置する設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮して降下

火砕物による荷重により機能を損なわないように、降下火砕物を除

去することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

なお、必要な機能が損なわれるおそれがないよう、降灰時には屋

外の重大事故等対処設備に堆積する降下火砕物を除去することを保

安規定に定める。 

 

（ロ）閉塞 

ⅰ．水循環系の閉塞 

防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラ

ス３に属する施設のうち、屋外に開口しており降下火砕物を含む海

水の流路となる施設について、降下火砕物の粒径より大きな流水部

を設けることにより、水循環系の狭隘部が閉塞しない設計とする。 

なお、降下火砕物により水循環系が閉塞しないよう、降灰時には

点検を行い、状況に応じてストレーナを洗浄することを保安規定に

定める。 

 

ⅱ．換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞） 

防護対象施設、防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス

３に属する施設及びその他の施設のうち、屋外に開口しており降下

火砕物による短期的な荷重により機能を損なわないように、降下火

砕物による組合せを考慮した荷重に対し安全裕度を有する建屋内に

設置する設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮して降下

火砕物による荷重により機能を損なわないように、降下火砕物を除

去することにより、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

なお、必要な機能が損なわれるおそれがないよう、降灰時には屋

外の重大事故等対処設備に堆積する降下火砕物を除去することを保

安規定に定める。 

 

（ロ）閉塞 

変更なし 
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変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：下記の加工の工程ごとに構造、強度又は
漏えいに係る検査を実施する。 

①燃料材、燃料被覆材その他の部品に
ついては、組成、構造又は強度に係る
試験をすることができる状態になっ
た時 

②燃料要素の加工が完了した時 
③加工が完了した時 

※2：燃料体を発電用原子炉に受け入れた後
は、原子炉本体として機能又は性能に係
る検査を実施する。 

※3：品質マネジメントシステムに係る検査
は、工事の数、工事期間を考慮して適切
な時期と頻度で実施する。 

※4：立会、抜取り立会、記録確認のいずれか
で実施するかは、重要度に応じて個別の使
用前事業者検査要領書で定める。 

図 3 工事の手順と使用前事業者検査のフロー（燃料体） 

高浜発電所等 
製作工場 

※1 

材料入手 

加工 

組立て 

構造、強度又は漏えいに係る検査 

燃料体 

発電用原子炉施設 

使 

【凡例】 
  ：品質マネジメントシステムに係る検査

以外の使用前事業者検査の検査項目 
（適切な時期に以下のうち必要な検査を
実施） 

ａ．構造、強度又は漏えいに係る検査 
・材料検査 
・寸法検査 
・外観検査 
・表面汚染密度検査 
・溶接部の非破壊検査 
・漏えい検査 
・圧力検査 
・質量検査 

  ：品質マネジメントシステムに係る検査 Q 

※3 

機能又は性能に係る検査 
※2 

使 

使 

Q 
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設置許可申請書（本文） 設置許可申請書（添付書類八）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備 考 

 

 

その直接的影響である①構造物への②静的負荷に対して

安全裕度を有する設計とすること、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水循環系の閉塞に対して狭隘部等が閉塞しない設計とす

ること、 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.6 防護対象施設の設計 

1.8.1.6.1 直接的影響に対する設計方針 

直接的影響については、防護対象施設の構造や設置状況等（形

状、機能、外気吸入や海水通水の有無等）を考慮し、想定される

各影響因子に対して、影響を受ける各防護対象施設が安全機能を

損なうことのない設計とする。 

(1) 荷重 

a. 構造物への静的負荷 

防護対象施設のうち、構造物への静的負荷を考慮すべき施設

は、以下に示すとおり、降下火砕物が堆積しやすい屋根構造を

有する建屋及び屋外施設である。 

・外部しゃへい建屋、補助建屋、燃料取扱建屋、中間建屋、

ディーゼル建屋、制御建屋 

・復水タンク、燃料取替用水タンク、海水ポンプ 

当該施設の許容荷重が、降下火砕物による荷重に対して安全

裕度を有することにより、構造健全性を失わず安全機能を損な

うことのない設計とする。 

＜中略＞ 

 

1.8.1.5.1 直接的影響因子 

＜中略＞ 

c. その他の自然現象の影響を考慮した荷重の組合せ 

降下火砕物と火山以外の自然現象の組合せについては、荷

重の影響において、降下火砕物、風（台風）及び積雪による

組合せを考慮する。 

 

 

1.8.1.6.1 直接的影響に対する設計方針 

(2) 閉塞 

a. 水循環系の閉塞 

＜中略＞ 

降下火砕物は粘土質ではないことから水中で固まり閉塞す

ることはないが、当該施設は、降下火砕物の粒径（最大1mm）に

対し十分大きな流水部を設けることにより、流路及びポンプ軸

受部の狭隘部等が閉塞しない設計とする。 

 

 

 

 

イ．直接的影響に対する設計方針 

（イ）構造物への②荷重 

①防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス

３（発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類）に属する施設（以

下「クラス３に属する施設」という。）のうち、屋外に設置している施設、

並びに防護対象施設を内包し降下火砕物からその施設を防護する建屋で、

降下火砕物が堆積しやすい屋根構造を有する施設については、降下火砕物

を除去することにより、②降下火砕物による荷重並びに火山と組み合わせ

る積雪及び風（台風）の荷重を短期的な荷重として考慮し、短期的な荷重

に対して安全機能を損なうおそれがないよう構造健全性を維持する設計

とする。 

なお、荷重により構造健全性を失わないよう、降灰時には当該施設に堆

積する降下火砕物を除去することを保安規定に定める。 

屋内の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮して降下火砕物

による短期的な荷重により機能を損なわないように、降下火砕物による組

合せを考慮した荷重に対し安全裕度を有する建屋内に設置する設計とす

る。 

屋外の重大事故等対処設備については、環境条件を考慮して降下火砕物

による荷重により機能を損なわないように、降下火砕物を除去することに

より、重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがない設計とする。 

なお、必要な機能が損なわれるおそれがないよう、降灰時には屋外の重

大事故等対処設備に堆積する降下火砕物を除去することを保安規定に定

める。 

 

 

 

 

（ロ）閉塞 

ⅰ．水循環系の閉塞 

 

防護対象施設及び防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあるクラス３

に属する施設のうち、屋外に開口しており降下火砕物を含む海水の流路と

なる施設について、降下火砕物の粒径より大きな流水部を設けることによ

り、水循環系の狭隘部が閉塞しない設計とする。 

なお、降下火砕物により水循環系が閉塞しないよう、降灰時には点検を

行い、状況に応じてストレーナを洗浄することを保安規定に定める。 

 

 

 

 

①設計及び工事の計画の

①は、設置許可申請書(本

文)の「構造物」を具体的

に記載しており整合して

いる。 

 

②設計及び工事の計画の

②は、設置許可申請書（本

文）を具体的に記載して

おり整合している。 
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第 4－5 表 建屋の許容限界（2/5） 

(b) 補助建屋 

要求 

機能 

機能設計上の 

性能目標 
部位 機能維持のための考え方 

許容限界 

（評価基準値） 

－ 

内包する防護

すべき施設に

降下火砕物を

堆積させない

機能を維持す

ること 

屋

根 

屋根スラブ 
部材に生じる応力が構造強

度を確保するための許容限

界を超えないことを確認 

「RC-N 規準」等における 

終局耐力 

（短期許容応力度）※１ 

S 梁 

「S規準」等における 

終局耐力 

（短期許容応力度）※１ 

耐震壁 

最大せん断ひずみが構造強

度を確保するための許容限

界を超えないことを確認 

最大せん断ひずみ 

4.0×10－３ 

(せん断スケルトンカーブ

の第 1 折点のひずみ) ※１ 

鉄骨架構 

層間変形角が構造強度を確

保するための許容限界を超

えないことを確認 

最大層間変形角 

1/30 

（1/200）※１※２ 

※1：許容限界は終局強度に対し妥当な安全余裕を有したものとして設定することとし、評価基準値はさらなる安全

余裕を考慮して短期許容応力度等とする。 

※2：建築基準法施行令第 82条の 2に規定された値を採用する。 

 

(c) 燃料取扱建屋 

要求 

機能 

機能設計上の 

性能目標 
部位 機能維持のための考え方 

許容限界 

（評価基準値） 

－ 

内包する防護

すべき施設に

降下火砕物を

堆積させない

機能を維持す

ること 

屋

根 

屋根スラブ 
部材に生じる応力が構造強

度を確保するための許容限

界を超えないことを確認 

「RC-N 規準」等における 

終局耐力 

（短期許容応力度）※１ 

梁(トラス) 

「S規準」等における 

終局耐力 

（短期許容応力度）※１ 

鉄骨架構 

層間変形角が構造強度を確

保するための許容限界を超

えないことを確認 

最大層間変形角 

1/30 

（1/200）※１※２ 

※1：許容限界は終局強度に対し妥当な安全余裕を有したものとして設定することとし、評価基準値はさらなる安全

余裕を考慮して短期許容応力度等とする。 

※2：建築基準法施行令第 82条の 2に規定された値を採用する。 
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第 4－5 表 建屋の許容限界（5/5） 

(g) 緊急時対策所建屋 

要求 

機能 

機能設計上の 

性能目標 
部位 機能維持のための考え方 

許容限界 

（評価基準値） 

－ 

内包する防護

すべき施設に

降下火砕物を

堆積させない

機能を維持す

ること 

屋

根 

屋根スラブ 
部材に生じる応力が構造強

度を確保するための許容限

界を超えないことを確認 

「RC-N 規準」等における 

終局耐力 

（短期許容応力度）※３ 

RC 梁 

「RC-N 規準」等における 

終局耐力 

（短期許容応力度）※３ 

耐震壁 

最大せん断ひずみが構造強

度を確保するための許容限

界を超えないことを確認 

最大せん断ひずみ 

4.0×10－３ 

(せん断スケルトンカーブ

の第 1 折点のひずみ) ※３ 

※１ 

遮 

蔽 

性 

遮蔽体の損傷

により遮蔽性

を損なわない

こと 

屋根スラブ 

部材に生じる応力が遮蔽性

を維持するための許容限界

を超えないことを確認 

「RC-N 規準」等における 

終局耐力 

（短期許容応力度）※３ 

耐震壁 

最大せん断ひずみが遮蔽性

を維持するための許容限界

を超えないことを確認 

最大せん断ひずみ 

2.0×10－３ 

(せん断スケルトンカーブ

の第 1 折点のひずみ) ※４ 

※２ 

気 

密 

性 

換気性能とあ

いまって気密

性を維持する

こと 

屋根スラブ 

部材に生じる応力が気密性

を維持するための許容限界

を超えないことを確認 

「RC-N 規準」に基づく 

短期許容応力度 

耐震壁 

最大せん断ひずみが気密性

を維持するための許容限界

を超えないことを確認 

概ね弾性 

(せん断スケルトンカーブ

の第 1 折点のひずみ) ※４ 

※1：緊急時対策所建屋の一部を構成している緊急時対策所遮蔽を対象とする。 

※2：緊急時対策所は、居住性の評価を行っており、緊急時対策所換気設備の処理対象となるバウンダリを定めてい

ることから、気密性の維持についても確認を行う。 

※3：許容限界は終局強度に対し妥当な安全余裕を有したものとして設定することとし、評価基準値はさらなる安全

余裕を考慮して短期許容応力度等とする。 

※4：内包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持するための評価基準値をせん断スケルトンカ

ーブの第 1折点のひずみとすることから、評価基準値としてせん断スケルトンカーブの第 1折点のひずみを適

用する。 
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1. 概要 

本資料は、別添２－１「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、外部しゃ

へい建屋、補助建屋、燃料取扱建屋、中間建屋及びディーゼル建屋が降下火砕物及び雪（以下「降

下火砕物等」という。）の堆積時において、内包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない

機能の維持を考慮して、建屋全体又は建屋の主要な構造部材が構造健全性を有することを確認する

ものである。 

また、上記に加え、外部しゃへい建屋については放射性物質の閉じ込め機能（以下、「気密性」

という。）及び放射線の遮蔽機能（以下、「遮蔽性」という。）の維持を考慮して、建屋全体又は

建屋の主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。 

なお、制御建屋は１号機及び２号機共用であり、強度評価については、同日付けで申請の高浜発

電所１号機の強度に関する説明書のうち別添２－４「建屋の強度計算書」による。また、緊急時対

策所建屋は１号機、２号機、３号機及び４号機共用であり、強度評価については、同日付けで申請

の高浜発電所３号機の強度に関する説明書のうち別添１－４「建屋の強度計算書」による。 

本申請における既認可からの変更は、「2. 基本方針」以降の記載である。 
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3. 強度評価方法 

3.1 評価対象部位 

建屋の評価対象部位は、別添２－１「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」のうち

「4.2 許容限界」に従って、屋根、耐震壁及び鉄骨架構とする。 

各建屋において、鉛直荷重に抵抗する評価対象部位を以下のとおり選定する。屋根は、屋根

スラブ及びそれを受ける梁(トラスを含む)について評価する。 

・外部しゃへい建屋 ：屋根（ドーム部） 

・補助建屋 ：屋根（屋根スラブ・梁） 

・燃料取扱建屋 ：屋根（屋根スラブ・梁(トラスを含む)） 

・中間建屋 ：屋根（屋根スラブ・梁） 

・ディーゼル建屋 ：屋根（屋根スラブ・梁） 

 

また、各建屋において、水平荷重に抵抗する評価対象部位を以下のとおり選定する。 

・外部しゃへい建屋 ：耐震壁（シリンダー部） 

・補助建屋 ：耐震壁・鉄骨架構 

・燃料取扱建屋 ：鉄骨架構 

・中間建屋 ：耐震壁 

・ディーゼル建屋 ：耐震壁・鉄骨架構 
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3.2 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価においては、別添２－１「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」のうち「4.1 

荷重及び荷重の組合せ」に示している荷重及び荷重の組合せを用いる。 

 

3.2.1 荷重の設定 

(1) 常時作用する荷重（Fｄ） 

常時作用する荷重は、自重及び積載荷重とする。各建屋に対する常時作用する荷重を第

3－1表に示す。 

 

第 3－1 表 常時作用する荷重 

  常時作用する荷重(N/m２) 

外部しゃへい建屋 ドーム部  

補助建屋 
屋根スラブ  

梁  

燃料取扱建屋 
屋根スラブ  

梁(トラス)  

中間建屋 
屋根スラブ  

梁  

ディーゼル建屋 
屋根スラブ  

梁  

※1：梁の自重は面荷重として考慮し、Fｄに含む。 

※2：梁及びトラスの自重は面荷重として考慮し、Fｄに含む。 
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第 3－6 表 外部しゃへい建屋の風力係数及び受風面積 

（NS 方向、EW 方向共通）※１ 

部材 

番号※２ 
高さ E.L. 

(m) 
形状 

風力係数 C 受風面積 A（m２） 

風 上 風 下 風 上 風 下 

36  扁平ドーム形 0.56 - 9 9 

35  扁平ドーム形 0.56 - 63 63 

34  扁平ドーム形 0.56 - 299 299 

9  円筒形 0.56 - 76 76 

8  円筒形 0.56 - 354 354 

7  円筒形 0.55 - 377 377 

6  円筒形 0.53 - 377 377 

5  円筒形 0.50 - 377 377 

4  円筒形 0.47 - 377 377 

3  円筒形 0.44 - 377 377 

2  円筒形 0.40 - 377 377 

1  円筒形 0.35 - 328 328 

※1：外部しゃへい建屋は受風面積及び復元力特性共に NS 方向と EW 方向で同一である。 

※2：「3.4.2 耐震壁」の第 3－20 図に示す質点系モデルの部材番号を示す。 
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第 3－7 表 補助建屋の風力係数及び受風面積 

(1) NS 方向 

部材 
番号※ 

高さ E.L. 
(m) 

風力係数 C 受風面積 A（m２） 

風 上 風 下 風 上 風 下 

4  0.80 -0.40 114 114 

3(S)  0.80 -0.40 355 355 

2  0.74 -0.40 296 296 

1  0.67 -0.40 250 250 

※：「3.4.2 耐震壁」の第 3－21 図に示す質点系モデルの部材番号を示す。 

 

(2) EW 方向 

部材 
番号※ 

高さ E.L. 
(m) 

風力係数 C 受風面積 A（m２） 

風 上 風 下 風 上 風 下 

4  0.80 -0.40 243 243 

3(S)  0.80 -0.40 528 528 

2  0.74 -0.40 440 440 

1  0.67 -0.40 371 371 

※：「3.4.2 耐震壁」の第 3－21 図に示す質点系モデルの部材番号を示す。 
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第 3－8 表 燃料取扱建屋の風力係数及び受風面積 

(1) NS 方向 

部材 
番号※ 

高さ E.L. 
(m) 

風力係数 C 受風面積 A（m２） 

風 上 風 下 風 上 風 下 

12(S)  0.80 -0.40 311 311 

11(S)  0.76 -0.40 131 131 

10(S)  0.73 -0.40 358 358 

3(S)  0.73 -0.40 355 355 

※：「3.4.2 耐震壁」の第 3－21 図に示す質点系モデルの部材番号を示す。 

 

(2) EW 方向 

部材 
番号※ 

高さ E.L. 
(m) 

風力係数 C 受風面積 A（m２） 

風 上 風 下 風 上 風 下 

12(S)  0.80 -0.40 212 212 

11(S)  0.76 -0.40 126 126 

10(S)  0.73 -0.40 246 246 

3(S)  0.73 -0.40 528 528 

※：「3.4.2 耐震壁」の第 3－21 図に示す質点系モデルの部材番号を示す。 

 

  



 

 - T2-別添2-4-22 - 

第 3－9 表 中間建屋及びディーゼル建屋の風力係数及び受風面積 

(1) NS 方向 

部材 
番号※ 

高さ E.L. 
(m) 

風力係数 C 受風面積 A（m２） 

風 上 風 下 風 上 風 下 

9  0.80 -0.40 673 673 

8  0.72 -0.40 461 461 

7(S)  0.64 -0.40 145 145 

6  0.64 -0.40 335 335 

5  0.54 -0.40 557 557 

※：「3.4.2 耐震壁」の第 3－21 図に示す質点系モデルの部材番号を示す。 

 

(2) EW 方向 

部材 
番号※ 

高さ E.L. 
(m) 

風力係数 C 受風面積 A（m２） 

風 上 風 下 風 上 風 下 

9  0.80 -0.40 233 233 

8  0.72 -0.40 159 159 

7  0.64 -0.40 141 141 

6  0.64 -0.40 124 124 

5  0.54 -0.40 298 298 

※：「3.4.2 耐震壁」の第 3－21 図に示す質点系モデルの部材番号を示す。 
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3.2.2 荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重の組合せは、建屋の評価対象部位ごとに設定する。 

建屋に水平方向の風荷重が作用すると、屋根に対し、鉛直上向きの荷重が働き、鉛直下

向きの荷重が低減されるため、保守的に、風による鉛直方向の荷重は考慮しない。 

外部しゃへい建屋、補助建屋、中間建屋、燃料取扱建屋及びディーゼル建屋の評価に用

いる荷重の組合せを第 3－10 表に示す。 

 

第 3－10 表 荷重の組合せ 

施設 

分類 
施設名称 評価対象部位 荷 重 

建屋 

・ 外部しゃへい建屋 

・ 補助建屋 

・ 燃料取扱建屋 

・ 中間建屋 

・ ディーゼル建屋 

屋根 

 ドーム部

屋根スラブ

梁(トラスを含む)  

・常時作用する荷重 Fｄ 

・積雪荷重 Fｓ 

・降下火砕物堆積による鉛直荷重 Fｖ 

・耐震壁（シリン 

ダー部を含む） 

・鉄骨架構 

・常時作用する荷重 Fｄ 

・積雪荷重 Fｓ 

・降下火砕物堆積による鉛直荷重 Fｖ 

・風荷重 W 
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第 3－12 表 補助建屋の許容限界 

要求 

機能 

機能設計上の 

性能目標 
部位 機能維持のための考え方 

許容限界 

（評価基準値） 

－ 

内包する防護

すべき施設に

降下火砕物を

堆積させない

機能を維持す

ること 

屋

根 

屋根スラブ 
部材に生じる応力が構造強

度を確保するための許容限

界を超えないことを確認 

「RC-N 規準」等における 

終局耐力 

（短期許容応力度）※１ 

S 梁 

「S 規準」等における 

終局耐力 

（短期許容応力度）※１ 

耐震壁 

最大せん断ひずみが構造強

度を確保するための許容限

界を超えないことを確認 

最大せん断ひずみ 

4.0×10－３ 

(せん断スケルトンカーブ

の第 1折点のひずみ) ※１ 

鉄骨架構 

層間変形角が構造強度を確

保するための許容限界を超

えないことを確認 

最大層間変形角 

1/30 

（1/200）※１※２ 

※1：許容限界は終局強度に対し妥当な安全余裕を有したものとして設定することとし、評価基準値はさらなる安全余

裕を考慮して短期許容応力度等とする。 

※2：建築基準法施行令第 82条の 2に規定された値を採用する。 

 

第 3－13 表 燃料取扱建屋の許容限界 

要求 

機能 

機能設計上の 

性能目標 
部位 機能維持のための考え方 

許容限界 

（評価基準値） 

－ 
内包する防護

すべき施設に

降下火砕物を

堆積させない

機能を維持す

ること 

屋

根 

屋根スラブ 
部材に生じる応力が構造強

度を確保するための許容限

界を超えないことを確認 

「RC-N 規準」等における 

終局耐力 

（短期許容応力度）※１ 

梁(トラス) 

「S 規準」等における 

終局耐力 

（短期許容応力度）※１ 

鉄骨架構 

層間変形角が構造強度を確

保するための許容限界を超

えないことを確認 

最大層間変形角 

1/30 

（1/200）※１※２ 

※1：許容限界は終局強度に対し妥当な安全余裕を有したものとして設定することとし、評価基準値はさらなる安全余

裕を考慮して短期許容応力度等とする。 

※2：建築基準法施行令第 82条の 2に規定された値を採用する。 
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a. RC 部 

曲げモーメントについては、必要鉄筋量が配筋量を超えないことを確認する。必要

鉄筋量は、「RC-N 規準」に基づき、各要素の縦方向と横方向の曲げモーメントに対し

て必要となる片側鉄筋量を算定する。 

面外せん断力については、「RC-N 規準」に基づいて求めた短期許容せん断力を超え

ないことを確認する。 

なお、評価結果については、降下火砕物等堆積時に発生する応力を考慮した際に、評

価基準値に対して、発生する応力等の割合が最も大きくなる部材について記載する。記載

する部材の位置を第3－2図に示す。 

 

 

第 3－2 図 ドーム部 RC 部の評価を記載する部材の位置 
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b. 鉄骨部 

「S 規準」に基づき、各部材に生じる応力が評価基準値を超えないことを確認する。 

なお、評価結果については、降下火砕物等堆積時に発生する応力を考慮した際に、評価

基準値に対して、発生する応力等の割合が最も大きくなる部材について記載する。記載す

る部材の位置を第3－3図に示す。 

 

 

 

 

 

 

第 3－3図 ドーム部 鉄骨部の評価を記載する部材の位置 
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(2) 屋根スラブ及び梁（トラスを含む） 

曲げモーメント及び面外せん断力を算定し、部材に生じる応力が第3－12表～第 3－15表

の評価基準値（短期許容応力度）を超えないことを確認する。 

 

a. 評価部材 

補助建屋、燃料取扱建屋、中間建屋及びディーゼル建屋の屋根の評価結果については、

降下火砕物等堆積時に発生する応力を考慮した際に、屋根スラブ及び梁(トラスを含む)

の全ての部材のうち、評価基準値に対して発生する応力等の割合が最も大きくなる部材

について、それぞれ記載する。記載する部材の位置を第3－4図～第 3－11図に示す。 
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第 3－4図 補助建屋 屋根スラブの評価を記載する部材の位置 

 

 

第 3－5図 補助建屋 梁の評価を記載する部材の位置 
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第 3－6図 燃料取扱建屋 屋根スラブの評価を記載する部材の位置 
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(a) 評価を記載する梁(トラス)位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 評価を記載する部材位置 

第 3－7図 燃料取扱建屋 梁(トラス)の評価を記載する部材の位置 
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第 3－8図 中間建屋 屋根スラブの評価を記載する部材の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3－9図 中間建屋 梁の評価を記載する部材の位置 
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第 3－10図 ディーゼル建屋 屋根スラブの評価を記載する部材の位置 

 

第 3－11図 ディーゼル建屋 梁の評価を記載する部材の位置 
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b. 応力評価モデル 

前項において、評価結果を記載する部材として選定した各建屋の屋根スラブ及び梁

（トラスを含む）の応力評価モデル図を第 3－12 図～第 3－19 図に示す。また、部材の

評価条件を第3－19表～第 3－26表に示す。 

また、降下火砕物堆積時にトラス部材に発生する応力度は、下式により、発生応力を

部材の断面積で除すことで算出する。ここで、降下火砕物堆積時の発生応力は、昭和 48

年 2月 19日付け 47公第 11429 号にて工事計画が認可された高浜発電所２号機の燃料取

扱建屋の設計時長期荷重によりトラス部材に生じる応力に、設計時長期荷重に対する降

下火砕物堆積時の鉛直荷重の比を乗じることで算出する。 

σ＝Ｎ０・α／Ａ  

ここで、 

σ ：降下火砕物等堆積時の荷重により発生する応力度(N/mm２) 

Ｎ０ ：設計時長期荷重により発生する応力(N) (軸応力：Ｎ０＝   kN) 

Ａ  ：部材の断面積(mm２) 

α  ：設計時長期荷重※１に対する降下火砕物等堆積時の鉛直荷重※２の比。 

※1：      N/m２（＝常時作用する荷重     N/m２＋積雪荷重     N/m２） 

※2：      N/m２（＝Fｄ＋Fｓ＋Fｖ） 
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第 3－12 図 補助建屋 屋根スラブの評価モデル図 

 

 

第 3－13 図 補助建屋 梁の評価モデル図 

 

 

第 3－14 図 燃料取扱建屋 屋根スラブの評価モデル図 

 

 

第 3－15 図 燃料取扱建屋 梁(トラス)の評価モデル図 
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第 3－16 図 中間建屋 屋根スラブの評価モデル図 

 

 

第 3－17 図 中間建屋 梁の評価モデル図 

 

 

第 3－18 図 ディーゼル建屋 屋根スラブの評価モデル図 

 

 

第 3－19 図 ディーゼル建屋 梁の評価モデル図 
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第 3－19 表  補助建屋 屋根スラブ 評価条件 

評価対象部位 
スラブ厚

（mm） 

有効せい 

（mm） 

支持スパン 

（m） 
配筋 

配筋量（片側） 

（mm２/m） 

E.L.    m    D13@205 619 

   

第 3－20 表 補助建屋 梁 評価条件 

評価対象部位 
支配幅

（m） 

支持スパン 

（m） 

合成梁として

の断面係数 

(cm3) 

せん断断面積 

（mm2） 

E.L.    m H-440x300x11x18   3,688 3,388 

スラブ協力幅 

(m) 

スラブ 

有効長さ 

(m) 

スラブ厚さ 

(mm) 
配筋 

配筋量（片側） 

（mm２/m） 

   D13@205 619 

 

第 3－21 表  燃料取扱建屋 屋根スラブ 評価条件 

評価対象部位 
スラブ厚

（mm） 

有効せい 

（mm） 

支持スパン 

（m） 
配筋 

配筋量（片側） 

（mm２/m） 

E.L.    m    D13@205 619 

   

第 3－22 表 燃料取扱建屋 梁(トラス) 評価条件 

評価対象部位 
支配幅

（m） 

支持スパン 

（m） 

断面係数 

(cm３) 

軸断面積 

（cm２） 

E.L.    m H-250x250x9x14   867 92.2 
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第 3－23 表  中間建屋 屋根スラブ 評価条件 

評価対象部位 
スラブ厚

（mm） 

有効せい 

（mm） 

支持スパン 

（m） 
配筋 

配筋量（片側） 

（mm２/m） 

E.L.    m    D19@200 1,435 

 

第 3－24 表 中間建屋 梁 評価条件 

評価対象部位 
支配幅

（m） 

支持スパン 

（m） 

合成梁として

の断面係数 

(cm3) 

せん断断面積 

（mm2） 

E.L.    m H-346x174x6x9   1,595 1,572 

スラブ協力幅 

(m) 

スラブ 

有効長さ 

(m) 

スラブ厚さ 

(mm) 
配筋 

配筋量（片側） 

（mm２/m） 

   D19@200 1,435 

 

第 3－25 表  ディーゼル建屋 屋根スラブ 評価条件 

評価対象部位 
スラブ厚

（mm） 

有効せい 

（mm） 

支持スパン 

（m） 
配筋 

配筋量（片側） 

（mm２/m） 

E.L.    m    D13@205 619 

 

第 3－26 表 ディーゼル建屋 梁 評価条件 

評価対象部位 
支配幅

（m） 

支持スパン 

（m） 

合成梁として

の断面係数 

(cm3) 

せん断断面積 

（mm2） 

E.L.   m H-588x300x12x20   5,279 4,560 

スラブ協力幅 

(m) 

スラブ 

有効長さ 

(m) 

スラブ厚さ 

(mm) 
配筋 

配筋量（片側） 

（mm２/m） 

   D13@205 619 
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c. 断面の評価 

前項の応力評価モデルにより算出した曲げモーメント及びせん断力を用いて、以下のと

おり断面を評価する。 

なお、S梁については、「各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会(2010)）」

に基づき、スラブと一体となって曲げに抵抗する合成梁として評価する。 

 

 (a) 曲げモーメントに対する屋根スラブ断面の評価方法 

曲げモーメントに対する断面の評価は、RC-N 規準に基づき、次式を基に計算した評

価対象部位に必要な引張鉄筋断面積が、配筋量を超えないことを確認する。 

ａ
ｔ

= Ｍ

σ
ｔ

∙ ｊ 

 

ここで、 

ａ
ｔ
 ：必要引張鉄筋断面積（mm２） 

Ｍ ：曲げモーメント（N・mm） 

σ
ｔ
 ：鉄筋の短期許容引張応力度（N/mm２） 

ｊ ：断面の応力中心距離で、断面の有効せいの 7/8 倍の値（mm） 

 

(b) 面外せん断力に対する屋根スラブ断面の評価方法 

面外せん断に対する断面の評価は、RC-N 規準に基づき、評価対象部位に生じる面外

せん断力が次式を基に計算した評価基準値を超えないことを確認する。 

Ｑ
Ａ

= ｂ・ｊ ∙ ｆ
ｓ
 

ここで、 

ＱＡ ：許容面外せん断力（N） 

ｂ  ：断面の幅（mm）（1000mm とする。） 

ｊ  ：断面の応力中心距離で、断面の有効せいの 7/8 倍の値（mm） 

ｆ
ｓ
 ：コンクリートの短期許容せん断応力度（N/mm２） 
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(c) 曲げモーメントに対する S梁断面の評価方法 

曲げモーメントに対する S 梁断面の評価は、評価対象部位に生じる曲げモーメント

が次式を基に計算した評価基準値を超えないことを確認する。 

Ｍ
ｓ
＝σ

ｂ
・Ｚ

ｃ
 

ここで、 

Ｍ
ｓ
 ：短期許容曲げモーメント（N･mm） 

σ
ｂ
 ：鋼材の短期許容曲げ応力度（N/mm２） 

Ｚ
ｃ
 ：合成梁としての断面係数(mm３) 

 

(d) せん断力に対する S梁断面の評価方法 

せん断力に対する S梁断面の評価は、評価対象部位に生じるせん断力が次式を基に

計算した評価基準値を超えないことを確認する。 

Ｑ
ｓ
＝τ

ｓ
・Ａ

ｓ
 

ここで、 

Ｑ
ｓ
 ：短期許容せん断力（N） 

τ
ｓ
 ：鋼材の短期許容せん断応力度（N/mm２） 

Ａ
ｓ
 ：せん断断面積（mm２） 

 

(e) トラス断面の評価方法 

トラス断面の評価は、軸力により評価対象部位に生じる軸応力度が評価基準値を超

えないことを確認する。評価基準値は、圧縮軸応力を受ける部材は短期許容圧縮応力度、

引張軸応力を受ける部材は短期許容引張応力度とする。 
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3.4.2 耐震壁 

外部しゃへい建屋、補助建屋、中間建屋及びディーゼル建屋について、建屋の質点系モデ

ルを用いて、設計風荷重により耐震壁に発生するせん断ひずみを評価し、耐震壁のせん断

ひずみの評価基準値（せん断スケルトンカーブの第 1 折点のひずみ）を超えないことを確

認する。なお、各質点系モデルの復元力特性の設定においては、降下火砕物等堆積による軸

力を考慮すると第 1 折点の増大が見込まれるため、本評価では保守的に降下火砕物等堆積

による鉛直荷重を考慮しない。 

外部しゃへい建屋の質点系モデル図を第 3－20 図に、補助建屋、中間建屋、燃料取扱建

屋及びディーゼル建屋の質点系モデル図を第 3－21 図に示す。質点系モデルの詳細は、そ

れぞれ資料１３－１７－７－２「原子炉格納施設の地震応答解析」及び資料１３－１６－

４「原子炉補助建屋の地震応答解析」による。なお、評価条件及び評価方法については、平

成 28 年 6 月 10 日付け原規規発第 1606105 号にて認可された工事計画認可申請書の記載に

変更はない。 

 

3.4.3 鉄骨架構 

補助建屋、燃料取扱建屋及びディーゼル建屋について、建屋の質点系モデルを用いて、

設計風荷重により鉄骨架構に発生する層間変形角を評価し、鉄骨架構の層間変形角の評価

基準値（1/200）を超えないことを確認する。 

質点系モデルは「3.4.2 耐震壁」で用いるモデルと同一とする。 

なお、降下火砕物堆積による軸力を考慮すると各質点系モデルの復元力特性に差異が見

込まれるが、評価結果に有意な差はないことから、本評価では降下火砕物堆積による鉛直

荷重を考慮しない。 

なお、評価条件及び評価方法については、平成 28 年 6 月 10 日付け原規規発第 1606105

号にて認可された工事計画認可申請書の記載に変更はない。 
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第 3－20 図 外部しゃへい建屋の質点系モデル図 
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第 3－21 図 補助建屋、燃料取扱建屋、中間建屋及びディーゼル建屋の質点系モデル図 
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4. 強度評価結果 

4.1 屋根 

  降下火砕物等堆積時の屋根の強度評価結果を第 4－1 表に示す。第 4－1 表より、降下火砕物

等堆積による鉛直荷重を考慮した際に各部材に発生する応力等が評価基準値を超えないこと

を確認した。 

 

第 4－1 表 屋根の評価結果 

建屋 部位 検討項目 解析結果 評価基準値 検定比 

外部 

しゃへい 

建屋 

ドーム

部 

RC

部 

曲げモーメント 鉄筋量[mm２/m]※１ 415 2,870 0.145 

せん断力［kN/m］ 56.7 242 0.234 

鉄

骨

部 

軸力+ 

曲げモーメント 

発生応力度／ 

許容応力度※２ 
0.0972 1.00 0.0972 

せん断力［kN］ 13.9 2,560 0.00543 

補助建屋 

屋根スラブ 
曲げモーメント 鉄筋量[mm２/m]※１ 542 619 0.876 

せん断力［kN/m］ 18.9 38.7 0.488 

S 梁 
曲げモーメント[kN･m] 787 866 0.909 

せん断力［kN］ 361 459 0.786 

燃料取扱 

建屋 

屋根スラブ 
曲げモーメント 鉄筋量[mm２/m]※１ 358 619 0.578 

せん断力［kN/m］ 15.6 38.7 0.403 

梁(トラス) 引張応力度[N/mm２] 195 235 0.830 

中間建屋 

屋根スラブ 
曲げモーメント 鉄筋量[mm２/m]※１ 341 1,430 0.238 

せん断力［kN/m］ 38.2 201 0.190 

S 梁 
曲げモーメント[kN･m] 114 374 0.305 

せん断力［kN］ 167 213 0.784 

ディーゼル 

建屋 

屋根スラブ 
曲げモーメント 鉄筋量[mm２/m]※１ 554 619 0.895 

せん断力［kN/m］ 18.8 38.7 0.486 

S 梁 
曲げモーメント[kN･m] 594 1,240 0.479 

せん断力［kN］ 339 618 0.549 

※1：鉄筋量については、解析結果に必要鉄筋量、評価基準値に配筋量を示す。 

※2：軸力＋曲げモーメントの解析結果は、検定比（発生軸応力度／許容軸応力度＋発生曲げ応力度／

許容曲げ応力度）を記載している。 
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4.2 耐震壁 

降下火砕物等堆積時の耐震壁の評価結果を第 4－2 表～第 4－4 表に示す。第 4－2 表～第 4

－4 表より、耐震壁に発生するせん断ひずみが、評価基準値を超えないことを確認した。 

 

第 4－2 表 耐震壁の評価結果（外部しゃへい建屋） 

部材
番号※ 

高さ E.L. 
(m) 

せん断ひずみ
（×10-３） 

評価基準値 
（×10-３） 

検定比 

36  0.0031 0.1757 0.0176 

35  0.0040 0.1757 0.0228 

34  0.0108 0.1757 0.0615 

9  0.0009 0.1757 0.00512 

8  0.0019 0.1735 0.0110 

7  0.0028 0.1830 0.0153 

6  0.0036 0.1924 0.0187 

5  0.0036 0.1950 0.0185 

4  0.0042 0.2038 0.0206 

3  0.0048 0.2123 0.0226 

2  0.0053 0.2205 0.0240 

1  0.0022 0.1916 0.0115 

※：「3.4.2 耐震壁」の第 3－20図に示す質点系モデルの部材番号を示す。 
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第 4－3 表 耐震壁の評価結果（補助建屋） 

(1) NS 方向 

部材番号※ 
高さ E.L. 

(m) 
せん断ひずみ
（×10-３） 

評価基準値 
（×10-３） 

検定比 

4  0.0015 0.1635 0.00917 

2  0.0007 0.1660 0.00422 

1  0.0010 0.1817 0.00550 

※：「3.4.2 耐震壁」の第 3－21図に示す質点系モデルの部材番号を示す。 

 

(2) EW 方向 

部材番号※ 
高さ E.L. 

(m) 
せん断ひずみ
（×10-３） 

評価基準値 
（×10-３） 

検定比 

4  0.0029 0.1635 0.0177 

2  0.0012 0.1660 0.00723 

1  0.0017 0.1817 0.00936 

※：「3.4.2 耐震壁」の第 3－21図に示す質点系モデルの部材番号を示す。 

 

第 4－4 表 耐震壁の評価結果（中間建屋、ディーゼル建屋） 

 (1) NS 方向 

部材番号※ 
高さ E.L. 

(m) 
せん断ひずみ
（×10-３） 

評価基準値 
（×10-３） 

検定比 

9  0.0121 0.1740 0.0695 

8  0.0065 0.1802 0.0361 

6  0.0081 0.1934 0.0419 

5  0.0102 0.1965 0.0519 

※：「3.4.2 耐震壁」の第 3－21図に示す質点系モデルの部材番号を示す。 

 

(2) EW 方向 

部材番号※ 
高さ E.L. 

(m) 
せん断ひずみ
（×10-３） 

評価基準値 
（×10-３） 

検定比 

9  0.0019 0.1740 0.0109 

8  0.0022 0.1802 0.0122 

7  0.0033 0.2136 0.0154 

6  0.0025 0.1934 0.0129 

5  0.0020 0.1965 0.0102 

※：「3.4.2 耐震壁」の第 3－21図に示す質点系モデルの部材番号を示す。  
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4.3 鉄骨架構 

降下火砕物等堆積時の鉄骨架構の評価結果を第 4－5 表及び第 4－6 表に示す。第 4－5 表及

び第 4－6表より、鉄骨架構に発生する層間変形角が、評価基準値を超えないことを確認した。 

 

第 4－5 表 鉄骨架構の評価結果（補助建屋、燃料取扱建屋） 

(1) NS 方向 

部材番号※ 高さ E.L.(m) 層間変形角 評価基準値 検定比 

12(S)  1/14305 

1/200 

0.0140 

11(S)  1/10766 0.0186 

10(S)  1/5456 0.0367 

3(S)  1/18713 0.0107 

※：「3.4.2 耐震壁」の第 3－21図に示す質点系モデルの部材番号を示す。 

 

(2) EW 方向 

部材番号※ 高さ E.L.(m) 層間変形角 評価基準値 検定比 

12(S)  1/26940 

1/200 

0.00742 

11(S)  1/18476 0.0108 

10(S)  1/17875 0.0112 

3(S)  1/11255 0.0178 

※：「3.4.2 耐震壁」の第 3－21図に示す質点系モデルの部材番号を示す。 

 

第 4－6 表 鉄骨架構の評価結果（ディーゼル建屋）（NS 方向） 

部材番号※ 高さ E.L.(m) 層間変形角 評価基準値 検定比 

7(S)  1/69975 1/200 0.00286 

※：「3.4.2 耐震壁」の第 3－21図に示す質点系モデルの部材番号を示す。 

 


